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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶解性カルシウム濃度が１０ｍｇ／Ｌ～２００ｍｇ／Ｌ、硫酸イオン濃度が０．１ｍｇ
／Ｌ～２００ｍｇ／Ｌの汚泥性状を有する有機性汚泥にカチオン性高分子凝集剤あるいは
両性高分子凝集剤を添加し、
　前記有機性汚泥に、ポリアミン系、ポリジアリルジメチルアンモニウムクロライド系、
ポリジシアンジアミド系のいずれかの有機凝結剤成分を１０質量％以上の濃度で含む液体
であると共に、少なくともカルシウムから選択される金属類の濃度が２００ｍｇ/Ｌ以下
、硫酸イオン濃度が２００ｍｇ／Ｌ以下であって、かつ、ｐＨ４におけるカチオン度が５
ｍｅｑ/ｇ以上の有機凝結剤を添加し、
　前記高分子凝集剤及び前記有機凝結剤が添加された前記有機性汚泥を機械的に脱水して
脱水ケーキを得ることを特徴とする有機性汚泥の脱水方法。
【請求項２】
　前記有機性汚泥のＴＳに対して０．１質量％～３．０質量％の前記有機凝結剤を添加す
ることを特徴とする請求項１に記載の有機性汚泥の脱水方法。
【請求項３】
　前記有機凝結剤は、２５℃における原液の粘度が５０ｍＰａ・ｓ以上の液状であること
を特徴とする請求項１又は２に記載の有機性汚泥の脱水方法。
【請求項４】
　溶解性カルシウム濃度が１０ｍｇ／Ｌ～２００ｍｇ／Ｌ、硫酸イオン濃度が０．１ｍｇ
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／Ｌ～２００ｍｇ／Ｌの有機性汚泥の脱水に用いられる有機凝結剤であって、
ポリアミン系、ポリジアリルジメチルアンモニウムクロライド系、ポリジシアンジアミド
系のいずれかの有機凝結剤成分を１０質量％以上の濃度で含む液体であると共に、少なく
ともカルシウムから選択される金属類の濃度が２００ｍｇ/Ｌ以下、硫酸イオン濃度が２
００ｍｇ/Ｌ以下であって、かつ、ｐＨ４におけるカチオン度が５ｍｅｑ/ｇ以上 、２５
℃における原液の粘度が５０ｍＰａ・ｓ以上である有機凝結剤。
【請求項５】
　溶解性カルシウム濃度が１０ｍｇ／Ｌ～２００ｍｇ／Ｌ、硫酸イオン濃度が０．１ｍｇ
／Ｌ～２００ｍｇ／Ｌの有機性汚泥にカチオン性高分子凝集剤あるいは両性高分子凝集剤
を添加する凝集剤供給手段と、
前記高分子凝集剤により凝集した前記有機性汚泥を濃縮し、濃縮汚泥を得る濃縮手段と、
前記濃縮汚泥に、ポリアミン系、ポリジアリルジメチルアンモニウムクロライド系、ポリ
ジシアンジアミド系のいずれかの有機凝結剤成分を１０質量％以上の濃度で含む液体であ
ると共に、少なくともカルシウムから選択される金属類の濃度が２００ｍｇ/Ｌ以下、硫
酸イオン濃度が２００ｍｇ／Ｌ以下であって、かつ、ｐＨ４におけるカチオン度 が５ｍ
ｅｑ/ｇ以上の有機凝結剤を添加する凝結剤供給手段と、
　前記有機凝結剤を添加後の前記濃縮汚泥が供給され、機械脱水により脱水ケーキを得る
脱水手段と、を有し、
　前記濃縮汚泥に、前記有機凝結剤を添加することにより、前記機械脱水で発生する石膏
スケールの生成を低減することを特徴とする有機性汚泥の処理装置。
【請求項６】
　遠心脱水機を具備する脱水手段と、
　溶解性カルシウム濃度が１０ｍｇ／Ｌ～２００ｍｇ／Ｌ、硫酸イオン濃度が０．１ｍｇ
／Ｌ～２００ｍｇ／Ｌの汚泥性状を有する有機性汚泥を前記脱水手段へ供給する汚泥供給
手段と、
　カチオン性高分子凝集剤あるいは両性高分子凝集剤を前記脱水手段へ供給する凝集剤供
給手段と、
　前記高分子凝集剤が添加された前記有機性汚泥に、ポリアミン系、ポリジアリルジメチ
ルアンモニウムクロライド系、ポリジシアンジアミド系のいずれかの有機凝結剤成分を１
０質量％以上の濃度で含む液体であると共に、少なくともカルシウムから選択される金属
類の濃度が２００ｍｇ/Ｌ以下、硫酸イオン濃度が２００ｍｇ／Ｌ以下であって、 かつ、
ｐＨ４におけるカチオン度が５ｍｅｑ/ｇ以上の有機凝結剤を供給する凝結剤供給手段と
、を有し、
　前記脱水手段は、前記有機性汚泥を前記高分子凝集剤で凝集すると共に濃縮し、更に前
記有機凝結剤を浸透させて脱水することを特徴とする有機性汚泥の処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機性汚泥の脱水方法及びその装置、有機凝結剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、廃棄物量の削減や廃棄物の再利用などが求められている。有機性汚泥は通常脱水
後に廃棄物として処理されるが、脱水が不十分であると、発生量やその後の工程に影響を
及ぼす。そのため、効率的および効果的な有機性汚泥の脱水方法の開発が望まれている。
【０００３】
　有機性汚泥の脱水方法として、高分子凝集剤により汚泥を凝集させた後、機械的脱水を
行う方法（「１液法」と称される）や、高分子凝集剤により汚泥を凝集させた後、重力濃
縮で脱水した汚泥に高分子凝集剤を添加し、機械的脱水を行う方法（「高分子凝集剤２液
添加法」と称される）、無機凝集剤または有機凝結剤など脱水助剤を汚泥に添加した後、
高分子凝集剤で凝集させ、機械的脱水を行う方法（「無機凝集剤または有機凝結剤・前添
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加法」と称される）などが一般的に行われてきた。
【０００４】
　遠心脱水機による汚泥の脱水方法として、脱水機内へ汚泥と高分子凝集剤を供給して汚
泥粒子を凝集させ、遠心脱水をする過程で無機凝結剤を添加し、遠心脱水および固液分離
を行う方法（「機内２液調質法」と称される）が知られている。
【０００５】
　また、近年、有機性汚泥の別の脱水方法として、高分子凝集剤により汚泥を凝集させた
後、凝集汚泥を重力濃縮し、無機凝結剤や有機凝結剤など脱水助剤を汚泥に添加した後、
機械的脱水を行う方法（「無機凝集剤または有機凝結剤・後添加法」と称される。）が提
案されている。
【０００６】
　一方、有機性汚泥の脱水工程において、特に無機凝集剤などを添加する場合、汚泥や脱
水ろ液中の溶解性カルシウム濃度や硫酸イオン濃度が高くなるため、脱水機や周辺の配管
などに石膏スケールが生成される。石膏スケールの付着は強固であるため、除去や洗浄に
は多くの労力を要する。
【０００７】
　特許文献１には、カチオン性高分子凝集剤Ｉを添加・撹拌する工程と、凝集汚泥を重力
により固液分離する工程と、脱水ケーキに高分子凝集剤Ｉよりカチオン強度の強い高分子
凝集剤ＩＩを添加・撹拌する工程と、機械脱水する工程とを有する有機性汚泥の脱水方法
が開示されている。
【０００８】
　また、カチオン性高分子凝集剤ＩＩのカチオン強度は３．５または５．０ｍｅｑ／ｇ以
上が好ましいとの記載があり、その実施例ではポリアミン系の高分子凝集剤を使用してい
る。
【０００９】
　特許文献２には、汚泥の脱水方法として、汚泥と高分子量のカチオン系高分子凝集剤と
を第１の処理槽内で緩速にて攪拌混合して汚泥を粗大フロック状に凝集させ、この粗大フ
ロック状汚泥を重力脱水機に送って濃縮し、得られた濃縮汚泥と高カチオン度高分子凝集
剤とを第２の処理槽内で十分攪拌混合することにより汚泥をさらに凝集させ、その後、こ
の凝集汚泥を機械脱水機に供給して脱水する方法が記載されている。
【００１０】
　特許文献３には、汚泥脱水方法及び装置について、汚泥に第１の凝集剤を添加して凝集
を行い１次凝集フロックを生成させる１次凝集工程と、１次凝集フロックを脱水して１次
脱水ケーキを得る１次脱水工程と、１次脱水ケーキにディスパーションまたはエマルショ
ン状態の高分子凝集剤からなる第２の凝集剤を添加して凝集を行い２次凝集フロックを生
成させる２次凝集工程と、２次凝集フロックを脱水する２次脱水工程とを含む方法及び装
置が記載されている。
【００１１】
　特許文献４には、有機性汚泥の脱水方法について、有機性汚泥にカチオン系有機高分子
凝集剤を添加して混合及びフロック形成した後、重力濃縮した凝集汚泥に鉄塩を添加し、
その後、加圧脱水する方法が記載されている。
【００１２】
　特許文献５には、有機性汚泥の脱水方法及び装置について、有機性汚泥に高分子凝集剤
を添加し、凝集汚泥を形成する凝集工程と、凝集汚泥を加圧することにより凝集汚泥を圧
搾して脱水する凝集汚泥加圧脱水工程と、凝集汚泥加圧脱水工程で形成された脱水ケーキ
に無機凝集剤を添加する無機凝集剤添加工程と、無機凝集剤が添加された脱水ケーキを機
械脱水する機械脱水工程により行う方法及び凝集汚泥加圧脱水工程で用いる汚泥圧搾機に
ついて記載されている。
【００１３】
　非特許文献１では、有機性汚泥の脱水方法と脱水後の汚泥性状について、し尿施設の濃
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縮汚泥に造粒槽でポリマを添加する工程と、凝集汚泥のベルトプレス脱水機による第一脱
水工程と、脱水汚泥にポリマ（有機凝結剤、キトサンなど）を添加する工程と、ポリマ添
加汚泥のスクリュープレス脱水機（スチーム熱を加えた脱水）による第二脱水工程とを有
す汚泥脱水方法、及び脱水ケーキの汚泥含水率が６５ｗｔ％以下になるといった脱水後の
汚泥性状が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開昭５８－２２３５００号公報
【特許文献２】特開平６－３４４０００号公報
【特許文献３】特開２００２－１９２１９９号公報
【特許文献４】特開昭６１－１４９３００号公報
【特許文献５】特開２０１３－７１２号公報
【非特許文献】
【００１５】
【非特許文献１】荏原インフィルコ時報、第８８号、１９８３年、４１～４９頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかし、特許文献１は含水率低減効果のみを目的としており、スケール発生の防止につ
いては何ら考慮、対策は講じられていない。また、有機凝結剤についても明記されておら
ず、粘度、分子量、希釈液とする工程および希釈倍率についての諸条件は記載していない
。
【００１７】
　特許文献２では、脱水機等の腐食による装置の短命化防止を目的としており、含水率低
減効果と石膏スケール生成抑制効果を目的とするものではない。
【００１８】
　特許文献３では、脱水ケーキの低含水率化と高いＳＳ回収率を目的としており、石膏ス
ケール抑制効果を目的とするものではない。
【００１９】
　特許文献４では、無機系の凝集剤（鉄塩）を凝集汚泥に添加について記載しているに過
ぎず、濃縮後の汚泥に有機凝結剤を添加することについては開示されていない。
【００２０】
　特許文献５では、無機系の凝集剤を使用することで、石膏スケール生成の可能性がある
。
【００２１】
　非特許文献１では、脱水ケーキの低含水率化を目的としており、石膏スケール生成抑制
効果は考慮されていない。また、機械脱水はスクリュープレス脱水機（一部スチール熱を
利用）とベルトプレス脱水機でのみ検討を行っており、他の機械脱水方法及び装置や遠心
脱水方法及び装置については考慮されていない。
【００２２】
　このように、従来技術では、有機性汚泥に高分子凝集剤や脱水助剤を添加することで、
汚泥含水率低減効果、脱水機などの腐食防止効果、高いＳＳ回収率を目的としている。し
かし、特に無機凝集剤を添加する脱水方法では、汚泥中の溶解性カルシウム濃度や硫酸イ
オン濃度が高くなるため、脱水機内や周辺の配管などに、石膏スケールの生成される問題
点があった。石膏スケールが生成された場合、除去や洗浄が必要となる。従来の方法では
上記のように、スケール生成の抑制を単独、または脱水ケーキ含水率低減効果とスケール
生成の抑制を同時に達成できる有機性汚泥の脱水方法は報告されていなかった。
【００２３】
　本発明では、脱水ケーキの含水率低減効果と石膏スケール生成抑制効果の両方を達成す
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ることを目的としている。
【００２４】
　また、本発明では、本脱水方法に最適な有機凝結剤の物性、使用方法や、本脱水方法に
使用可能な有機凝結剤についても検討している。
　従って、本発明の目的は、汚泥含水率低減と廃棄物量削減を図りつつ、上記の問題点を
克服可能な脱水方法及び装置、有機凝結剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の構成とすることができる。
【００２６】
　（１）本発明は汚泥性状を有する有機性汚泥の脱水方法に関し、この有機性汚泥に高分
子凝集剤を添加した後、有機性汚泥に有機凝結剤を添加する工程を有する。この有機凝結
剤としては、少なくともカルシウムから選択される金属類の濃度が２００ｍｇ/Ｌ以下、
硫酸イオン濃度が２００ｍｇ／Ｌ以下であって、かつ、ｐＨ４におけるカチオン度が５ｍ
ｅｑ/ｇ以上のものを用いる。有機凝結剤を添加した後の有機性汚泥は機械的に脱水して
脱水ケーキを得る。
【００２７】
　（２）有機性汚泥、高分子凝集剤及び有機凝結剤を同一の遠心脱水機に注入し、機械的
に脱水することも可能である。
【００２８】
　（３）高分子凝集剤を添加する前の有機性汚泥を基準とし、この有機性汚泥のＴＳに対
して０．１質量％～３．０質量％の前記有機凝結剤を添加することが好ましい。
【００２９】
　（４）２５℃における原液の粘度が５０ｍＰａ・ｓ以上の液状の有機凝結剤を使用する
ことが好ましい。
【００３０】
　（５）有機凝結剤は無希釈で使用してもよいし、希釈倍率６０倍以下に希釈した溶液と
して添加することもできる。
【００３１】
　（６）本発明は有機性汚泥の脱水に用いられる有機凝結剤も提供するものであって、こ
の有機凝結剤は少なくともカルシウムから選択される金属類の濃度が２００ｍｇ/Ｌ以下
、硫酸イオン濃度が２００ｍｇ／Ｌ以下であって、かつ、ｐＨ４におけるカチオン度が５
ｍｅｑ/ｇ以上、２５℃における原液の粘度が５０ｍＰａ・ｓ以上である。
【００３２】
　（７）本発明は、更に、有機性汚泥の処理装置にも関し、この処理装置は有機性汚泥に
高分子凝集剤を添加する凝集剤供給手段と、高分子凝集剤により凝集した前記有機性汚泥
を濃縮し、濃縮汚泥を得る濃縮手段と、濃縮汚泥に、少なくともカルシウムから選択され
る金属類の濃度が２００ｍｇ/Ｌ以下、硫酸イオン濃度が２００ｍｇ／Ｌ以下であって、
かつ、ｐＨ４におけるカチオン度が５ｍｅｑ/ｇ以上の有機凝結剤を添加する凝結剤供給
手段と、有機凝結剤を添加後の濃縮汚泥が供給され、機械脱水により脱水ケーキを得る脱
水手段とを有する。濃縮汚泥に、有機凝結剤を添加することにより、機械脱水で発生する
石膏スケールの生成を低減することが可能となる。
【００３３】
　（８）本発明に係る他の処理装置は、遠心脱水機を具備する脱水手段と、汚泥性状を有
する有機性汚泥を前記脱水手段へ供給する汚泥供給手段と、高分子凝集剤を脱水手段へ供
給する凝集剤供給手段と、高分子凝集剤が添加された有機性汚泥に、有機凝結剤を添加す
る凝結剤供給手段とを有する。この有機凝結剤は、少なくともカルシウムから選択される
金属類の濃度が２００ｍｇ/Ｌ以下、硫酸イオン濃度が２００ｍｇ／Ｌ以下であって、か
つ、ｐＨ４におけるカチオン度が５ｍｅｑ/ｇ以上である。脱水手段は、有機性汚泥を高
分子凝集剤で凝集すると共に濃縮し、更に有機凝結剤を浸透させて脱水する。
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【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、汚泥含水率の低減と廃棄物量の削減を図りつつ、石膏スケール生成の
防止といった特有の効果を得ることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の概略を示すフロー図
【図２】第１例の処理装置を説明する模式図
【図３】第２例の処理装置を説明する模式的断面図
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明を具体的に説明するが、本発明は特定の具体例に限定されるものではない
。
【００３７】
　図１は、本発明の概略を説明するための図面であり、本発明は、有機性汚泥の高分子凝
集剤を添加する工程と、有機凝結剤を添加する工程とを有し、高分子凝集剤及び有機凝結
剤が添加された汚泥は脱水され、脱水汚泥（脱水ケーキ）が排出される。以下に詳細に説
明する。
【００３８】
　[有機性汚泥]
　有機性汚泥は、下水処理、し尿処理、各種産業廃水処理などにおいて発生する有機性汚
泥である。例えば、最初沈澱池汚泥、余剰汚泥、嫌気性消化汚泥、好気性消化汚泥、浄化
槽汚泥、生し尿を含むし尿系汚泥などを挙げることができる。これら汚泥は１種のみを単
独で処理してもよいし、２種以上の汚泥を混合して処理してもよい。これら有機性汚泥は
無機物を含んでも良い。
【００３９】
　有機性汚泥は、溶解性カルシウム濃度範囲が１０ｍｇ／Ｌ～２００ｍｇ／Ｌのものが好
ましく、より好ましくは１０ｍｇ／Ｌ～１５０ｍｇ／Ｌ、さらに好ましくは１０ｍｇ／Ｌ
～１００ｍｇ／Ｌ、特に好ましくは２０～８０ｍｇ／Ｌである。有機性汚泥の硫酸イオン
濃度範囲は好ましくは０．１ｍｇ／Ｌ～２００ｍｇ／Ｌであり、より好ましくは０．１ｍ
ｇ／Ｌ～１５０ｍｇ／Ｌ、特に好ましくは０．５～１２０ｍｇ／Ｌである。
【００４０】
　有機性汚泥の溶解性カルシウム濃度と硫酸イオン濃度の少なくとも一方が上記好適範囲
内であれば、汚泥中の溶解性カルシウムに由来する石膏スケールの生成が効果的に抑制さ
れる。
【００４１】
　有機性汚泥は、通常、ｐＨ６～８、カルシウム濃度が１００ｍｇ/Ｌ～４００ｍｇ/Ｌ、
例えば１００ｍｇ/Ｌ～３５０ｍｇ/Ｌという特徴を有している。溶解性カルシウム濃度と
硫酸イオン濃度の少なくとも一方が上記好適濃度範囲を超える高濃度汚泥を処理する場合
、水と、低濃度汚泥と、低濃度排水から選択される１種以上の希釈媒体を添加してもよい
。「低濃度」とは、カルシウム濃度と硫酸イオン濃度の少なくとも一方が上記好適濃度の
上限値よりも低い意味である。例えば、低濃度汚泥と高濃度汚泥の混合汚泥を有機性汚泥
として処理することもできる。
【００４２】
　溶解性カルシウム濃度と硫酸イオン濃度は、水溶性の塩として存在し、汚泥中に溶解し
てイオン化（Ｃａ２＋、ＳＯ４

２－）して存在する濃度のことであって、溶解性カルシウ
ム濃度と硫酸イオン濃度は、それぞれ実施例で後述するＩＣＰ発光分光分析法、イオンク
ロマトグラフ法により測定可能である。
【００４３】
　[有機凝結剤]
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　有機凝結剤とは、広義では高分子凝集剤に分類されるが、高分子凝集剤と分類される薬
剤と比較すると、低分子であり、高カチオン度を有する。具体的には、有機凝結剤の分子
量は数百万以下であり、より具体的には分子量が１５０万以下であり、好ましくは分子量
１００万以下、より好ましくは分子量５０万以下、特に好ましくは分子量１０万以下であ
る。分子量の下限は例えば１０００以上であり、好ましくは５０００以上、より好ましく
は１万以上であり、更に好ましくは２万以上、特に好ましくは３万以上である。
【００４４】
　ここでの分子量は、固有粘度（０．２Ｎ－ＮａＣｌ水溶液中２５℃での測定値、単位は
ｄｌ／ｇ）から換算して求められるもので、ポリアクリルアミド系高分子の粘度式：［η
］＝３．０２×１０-4×（Ｍｗ）0.68［ポリマー凝集剤、（株）東京都下水道サービス刊
、１１３頁］から（Ｍｗ）を便宜上求めることができる。
【００４５】
　また、有機凝結剤としては、粉体、液体のいずれも存在するが、いずれの場合も水溶液
としたときの粘度が高分子凝集剤と比較して低く、有機凝結剤は通常液体である。これは
、高分子凝集剤、ポリマ、低分子系カチオン凝集剤、有機凝結剤、有機凝集剤などと称さ
れることがあるが、本明細書では、有機凝結剤とする。本発明に係る有機凝結剤は、有機
性汚泥の脱水方法に用いられ、カチオン性であり、好ましくは室温（２７℃）で液状の物
質である。
【００４６】
　本脱水方法で使用する有機凝結剤としては、例えばポリアミン系、ジシアンジアミド系
、ポリジシアンジアミド系、ポリジアリルジメチルアンモニウムクロライド系（「ポリＤ
ＡＤＭＡＣ系」とも称する）、アミノ縮合系、メラミン酸コロイド系などから１種以上を
選択して用いることができる。
【００４７】
　より具体的には、ポリアルキルポリアミン、ポリエチレンイミン、ジアリルジメチルア
ンモニウムクロリド、エチレンジアミンエピクロルヒドリン重縮合物、メチロールメラミ
ン酸コロイド、ジシアンジアミド・塩化アンモニウム・ホルムアルデヒド重縮合物、ポリ
エチレン・ポリアミン・ジメチルアミン・エピクロルヒドリン重縮合物、ジアルキルアミ
ン・エピクロルヒドリン重縮合物（特にジメチルアミン・エピクロルヒドリン重縮合物）
、ポリアリルアミン塩酸塩、ポリジアリルメチルアミン塩酸塩、ジアリルジメチルアンモ
ニウムクロライドと二酸化イオウの共重合体、ジアリルジメチルアンモニウムクロライド
とアクリルアミドの共重合体、ジアリルアミン塩酸塩と二酸化イオウとの共重合体などか
ら１種以上を用いることができる。
【００４８】
　しかし、本発明の有機凝結剤の濃度（混合物の場合は、混合物全体の濃度）は、金属類
が２００ｍｇ/Ｌ以下、硫酸イオンが２００ｍｇ/Ｌ以下である必要があり、より好ましく
は金属類濃度が１００ｍｇ/Ｌ以下、硫酸イオン濃度が１００ｍｇ/Ｌ以下である。従って
、二酸化イオウの共重合体など、イオウ原子や金属類を含む有機凝結剤は使用しないか、
使用する場合はその量を抑えるべきである。上記有機凝結剤の中でも、イオウ原子や金属
類の含有量が極めて低く（コンタミネーションレベルでは存在するおそれはある）、汚泥
脱水性が高いという点で、ポリアミン系、ポリＤＡＤＭＡＣ系、ポリジシアンジアミド系
の有機凝結剤が好ましく、ポリアミン系の有機凝結剤が最も好ましい。
【００４９】
　ここで、金属類とは少なくともＣａから選択される物質であり、すなわち、Ｃａ濃度が
金属類の濃度が上記好適範囲（例：２００ｍｇ/Ｌ以下）の有機凝結剤であれば使用する
ことができるが、好ましくは、Ｍｇなども含むアルカリ土類金属全体の濃度が上記好適範
囲、より好ましくは、Ｃａなどのアルカリ土類金属に加え、Ｆｅ等の遷移金属、Ａｌ等の
卑金属から構成される金属類の合計濃度が２００ｍｇ/Ｌ以下の有機凝結剤を用いる。
【００５０】
　有機凝結剤の性状としては、高カチオン度（原液中の有機凝結剤成分換算値）であり、
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詳しくはｐＨ４における有機凝結剤の原液中の成分としてのカチオン度が５ｍｅｑ/ｇ以
上が好ましく、より好ましくは７ｍｅｑ/ｇ以上、更に好ましくは１０ｍｅｑ/ｇ以上であ
る。有機凝結剤の原液の粘度（回転粘度計、２５℃で測定）が５０ｍＰａ・ｓ以上が好ま
しく、１５０ｍＰａ・ｓ以上であればより好ましく、上限は特に限定されないが４０００
ｍＰａ・ｓ以下が好ましい。
【００５１】
　なお、ｐＨ４におけるカチオン度は以下の手順で測定することができる。高分子凝集剤
または有機凝結剤を純水に溶解し、５００ｍｇ／Ｌの高分子凝集剤水溶液（成分換算）ま
たは有機凝結剤水溶液（原液中の成分換算）を調製した。次に９０ｍＬの純水と１０ｍＬ
の高分子凝集剤水溶液または有機凝結剤水溶液を混合し、０．１規定の塩酸水溶液でｐＨ
４に調整した。これにトルイジンブルーを加え、１／４００規定のポリビニル硫酸カリウ
ムで滴定した。滴定では、青色から赤紫色に変色して１５秒以上保持する時点を終点とし
た。カチオン度（コロイド当量値）は以下の式から計算した。
　　　　カチオン度（ｍｅｑ/ｇ）＝滴定量（ｍＬ）／２
【００５２】
　有機凝結剤は、無希釈の原液での使用も可能である。ここで「原液」とは、例えば「有
機凝結剤」として流通可能な液状製品（例：水溶液）のことであって、有機凝結剤成分（
有機凝結剤として説明した上記化合物）に加え、水などの溶媒や任意の添加剤を含む場合
もあり、具体的には有機凝結剤成分の含有量が１０質量％以上、好ましくは２０質量％以
上、より好ましくは３０質量％以上であり、その含有量上限は例えば９０質量％、好まし
くは７０質量％以下、より好ましくは５０質量％以下である。このような原液で使用した
場合の脱水効果は高いが、粘度を低下させて脱水ケーキ内に含浸及び分散させやすくする
と共に、希釈することにより容量を増やして均一分散させやすくする観点から、希釈液（
水）で希釈後に、脱水ケーキに添加することが好ましい。ただし、希釈倍率が６０倍を超
えると、希釈液中の水分量が増えるため、脱水ケーキの水分量を増加させてしまう。
【００５３】
　上記観点から、有機凝結剤の原液の希釈倍率は２～６０倍（質量比）が好ましい。より
好ましい希釈倍率は５～５０倍である。希釈液（溶媒）には、水を主成分（５０質量％以
上）とし、好ましくは水を９０質量％以上、より好ましくは９５質量％以上、特に好まし
くは９９質量％水を含み、特に実質的に水からなるものを用いる。具体的には、純水、水
道水、工業用水、地下水、各種廃水処理の処理水、海水などが使用できるが、経済的な観
点からは、工業用水、地下水、各種廃水処理の処理水が好ましい。
【００５４】
　このように、希釈液は特に限定されないが、希釈液の金属類濃度や硫酸イオン濃度が高
いと、結果的に有機凝結剤溶液の金属類濃度、硫酸イオン濃度が高くなってしまうので、
希釈液の金属類イオン濃度と硫酸イオン濃度はそれぞれ２００ｍｇ/Ｌ以下が好ましく、
より好ましくは１００ｍｇ/Ｌ以下であり、最も好ましくは５０ｍｇ／Ｌ以下である。従
って、これら濃度の観点から、好ましくは希釈液には硬水を使用せず、いわゆる軟水（硬
度１００ｍｇ/Ｌ以下）に相当する水道水、純水などを使用する。金属類と硫酸イオンの
少なくとも一方の濃度が高い地下水などを用いる場合は、上記軟水などと混合して希釈液
とすることもできる。
【００５５】
　有機凝結剤を希釈する場合も希釈しない場合も、有機凝結剤（液状の場合は原液、紛体
の場合は固形分）の添加量を、有機性汚泥のＴＳに対して０．１質量％以上（有機凝結剤
の質量％は、有機凝結剤の原液換算）にすることで、脱水効果を高めることができる。他
方、有機性汚泥のＴＳに対する添加量が３．０質量％を超えても、有機凝結剤の無駄であ
る。よって、かかる観点から、有機凝結剤の添加量は、有機性汚泥のＴＳに対して０．１
～３．０質量％で添加するのが好ましく、中でも０．５質量％以上或いは２．５質量％以
下、その中でも０．６質量％以上或いは２．０質量％以下の割合で添加するのがより一層
好ましい。
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【００５６】
　[高分子凝集剤]
　高分子凝集剤としてはカチオン性基を含有する物であれば特に限定されず、カチオン性
高分子凝集剤、両性高分子凝集剤の一方又は両方を用いることができる。カチオン性基を
含有する高分子凝集剤、特にカチオン性高分子凝集剤と共に、アニオン性高分子凝集剤と
ノニオン性高分子凝集剤の一方又は両方を併用することも可能である。
【００５７】
　いずれの場合も、本発明には、カチオン度が有機凝結剤よりも低い高分子凝集剤を用い
ることが好ましい。高分子凝集剤のカチオン度は、有機凝結剤と同様の方法で測定するこ
とが可能である。高分子凝集剤を２種以上使用する場合は、各高分子凝集剤のカチオン度
と質量比とから算出した値を、高分子凝集剤全体のカチオン度と推定することもできる。
【００５８】
　カチオン性高分子凝集剤としては、例えばアクリレート系高分子凝集剤（「ＤＡＡ系高
分子凝集剤」とも称する）、メタクリレート系高分子凝集剤（「ＤＡＭ系高分子凝集剤」
とも称する）、アミド基、ニトリル基、アミン塩酸基、ホルムアルデヒド基などを含むポ
リビニルアミジン（「アミジン系高分子凝集剤」とも称する）、ポリアクリルアミドのマ
ンニッヒ変性物などが挙げることができる。
【００５９】
　両性高分子凝集剤は、一般に、（メタ）アクリル酸エステル系などのカチオン性モノマ
ーと、アクリル酸等のアニオン性モノマーとの共重合体であって、アクリルアミドなどの
ノニオン性モノマーを更に共重合させる場合もある。具体的には、ジメチルアミノエチル
アクリレート４級アンモニウム塩とアクリルアミドとアクリル酸との共重合物、ジメチル
アミノエチルメタクリレート４級アンモニウム塩とアクリルアミドとアクリル酸との共重
合物、ジメチルアミノエチルアクリレート４級アンモニウム塩とジメチルアミノエチルメ
タクリレート4級アンモニウム塩とアクリルアミドとアクリル酸との共重合物などを挙げ
ることができる。
【００６０】
　高分子凝集剤の分子量は特に限定されないが、少なくとも有機凝結剤よりは高分子量の
ものを用いることが好ましい。例えば、分子量は数百万以上、具体的には２００万以上、
好ましくは２５０万を超え、より好ましくは３００万以上、特に好ましくは５００万以上
である。この分子量も、有機凝結剤と同様、固有粘度から換算して求めることができる。
【００６１】
　高分子凝集剤はそのまま用いてもよいが、有機性汚泥への分散性を高めるためには、溶
媒に分散又は溶解した高分子凝集剤の溶液を用いることが好ましい。この溶媒は、上記有
機凝結剤の希釈液と同様の溶媒、例えば、純水、水道水、工業用水、地下水、各種廃水処
理の処理水、海水などをあげることができるが、高分子凝集剤の効果を最大限発揮させる
観点からは純水が望ましい。一方、経済性の観点からは水道水、工業用水、地下水、各種
廃水処理の処理水が望ましい。
【００６２】
　高分子凝集剤は、有機性汚泥のＴＳに対して０．３質量％以上（高分子凝集剤の質量％
は、高分子凝集剤の成分換算）添加すれば、脱水効果を高めることができる一方、３．５
質量％を超えて添加しても高分子凝集剤の無駄である。よって、かかる観点から高分子凝
集剤の添加量（溶媒除く）は、有機性汚泥のＴＳに対して０．３～３．５質量％で添加す
ることが望ましく、中でも０．４質量％以上あるいは３．０質量％以下の割合で添加する
のが一層好ましい。なお、ＴＳ（Ｔｏｔａｌ ｓｏｌｉｄ）は残留蒸発物のことであり、
有機性汚泥を１０５℃～１１０℃で蒸発乾固した後に残留した物質の質量を、蒸発乾固前
の汚泥質量で除して１００を乗じた値である（単位は％）。ＴＳの測定には、本発明によ
り処理する前の有機性汚泥を用いる。
【００６３】
　次に、第１例、第２例の脱水方法を、それに用いる処理装置と共に説明するが、本発明
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はこれに限定されるものではない。
【００６４】
　[第１例の脱水方法]
　図２の符号１ａは第１例の脱水方法で用いる処理装置の一例を示しており、この処理装
置１ａは少なくとも高分子凝集剤を供給する凝集剤供給手段５ａと、有機凝結剤を供給す
る凝結剤供給手段７ａと、汚泥を脱水する脱水手段９ａとを有している。この処理装置１
ａに送られた有機性汚泥は、先ず、凝集剤供給手段５ａの高分子凝集剤を用いた凝集工程
に付される。
【００６５】
　-　凝集工程
　凝集剤供給手段５ａは特に限定されないが、好ましくは混和槽１５を有しており、この
混和槽１５に上記溶媒に分散又は溶解した混和状態の高分子凝集剤溶液を収容しておく。
凝集剤供給手段５ａは、有機性汚泥を処理する凝集槽１１又はその前段に接続され、有機
性汚泥には高分子凝集剤又はその溶液が添加される。
【００６６】
　凝集剤供給手段５ａには流量調整手段などの制御手段を設置してもよく、予め有機性汚
泥のＴＳを測定するか、有機性汚泥の情報（汚泥の出所、過去のＴＳ測定値等）からＴＳ
を予測しておき、このＴＳと、有機性汚泥の供給量に基づき、制御手段で高分子凝集剤の
添加量を制御してもよい。
【００６７】
　凝集槽１１に有機性汚泥を供給し、凝集剤供給手段５ａから供給した高分子凝集剤と、
この有機性汚泥とを、凝集槽１１の撹拌手段で撹拌混合すると、有機性汚泥は高分子凝集
剤により凝集して凝集フロックが形成される。すなわち、この処理装置１ａでは、凝集槽
１１と混和槽１５とで凝集工程用の装置の一部又は全部が構成される。なお、有機性汚泥
を凝集可能であれば、この凝集工程に用いる装置の構成、装置の形態、装置の数、装置の
寸法、または、凝集に使用する水槽の数、水槽の構成、水槽の形態、装置の寸法、さらに
は凝集方法及び技術に関しては限定されない。
【００６８】
　いずれの装置を用いた場合も、高分子凝集剤を用いた凝集処理により、最終的に得られ
る脱水ケーキの含水率を効果的に低減できると共に、後段の有機凝結剤の使用量を適正に
調整することができる。
【００６９】
　この処理装置１ａでは、好ましくは凝集槽１１の後段に濃縮手段６を設置し、凝集工程
で得た凝集汚泥を濃縮して過剰な水分を除去する。次に、この濃縮工程について説明する
。
【００７０】
　-　濃縮工程
　濃縮手段６は、凝集汚泥を濃縮可能な装置であれば特に限定はされず、汚泥の濃縮脱水
に用いられる装置、例えば、重力式濃縮機、機械式濃縮機の少なくとも一方を用いること
が可能であり、具体的には、重力（沈降など）、重力ろ過、減圧ろ過、その他のろ過装置
、ドラム型濃縮（脱水）装置、ベルトプレス式濃縮（脱水）装置、多重円盤型濃縮（脱水
）装置、遠心脱水機などから１種以上を選択して用いることができる。
【００７１】
　いずれの装置を用いた場合も、凝集汚泥は固液分離により濃縮され、濃縮によりＴＳ濃
度が高くなった濃縮汚泥が濃縮手段６から次工程へ送られる。このとき、凝集汚泥に含ま
れていた溶解性カルシウムや硫酸イオンの一部は、固液分離により生じたろ液と共に濃縮
手段６から排出される。
【００７２】
　濃縮工程での濃縮の程度は特に限定されないが、次工程へ送られる濃縮汚泥のＴＳが５
０ｇ/Ｌ～１５０ｇ/Ｌになるように、濃縮条件及び濃縮時間を設定して、汚泥を濃縮する
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のが好ましい。より好ましくは、濃縮汚泥のＴＳを６０ｇ/Ｌ～１４０ｇ/Ｌにし、より好
ましくはＴＳが７０ｇ/Ｌ～１３０ｇ/Ｌにし、更に好ましくはＴＳが８０ｇ/Ｌ～１２０
ｇ/Ｌまで濃縮を行う。上記有機性汚泥の場合と同様、「ＴＳ」は残留蒸発物のことであ
って、凝集汚泥を１０５℃～１１０℃で蒸発乾固した後に残留する物質の質量と、蒸発乾
固する前の凝集汚泥の質量とから算出することができる。
【００７３】
　また、含水率に着目すると、次工程へ送られる濃縮汚泥の含水率は、８５質量％を超え
ることが好ましく、より好ましくは８７質量%以上であり、含水率の好適上限は９５質量
％であり、より好ましくは９３質量％以下であり、更により好ましくは９２質量%以下で
ある。
【００７４】
　濃縮汚泥のＴＳが低く、含水率が高すぎると、次工程で有機凝結剤を分散させ易くなる
ものの、脱水ろ液側に流出する有機凝結剤が増加し、有機凝結剤を有効利用できなくなり
、有機凝結剤の添加量が増加する。他方、濃縮汚泥のＴＳが高く、含水率が低すぎると、
濃縮汚泥は固体に近くなり、濃縮汚泥内部に有機凝結剤を分散されることができず、有機
凝結剤の効果が十分発揮できなくなるため、やはり有機凝結剤の添加量が増加する。この
ため、ＴＳと含水率の少なくとも一方が上記好適範囲になるように、濃縮工程の条件を設
定する。次に、有機凝結剤を添加する工程について説明する。
【００７５】
　-　有機凝結剤の添加工程
　凝結剤供給手段７ａは特に限定されないが、例えば、有機凝結剤の貯留槽１７を有して
おり、貯留槽１７には有機凝結剤の原液又は希釈溶液が貯留されている。使用する有機凝
結剤の性状や使用形態は上記の通りである。
【００７６】
　本工程では、上記凝集工程及び濃縮工程を経た濃縮汚泥に、上記のような有機凝結剤を
添加することにより、脱水効率をさらに高めることができる。
【００７７】
　凝集剤供給手段５ａと同様、凝結剤供給手段７ａにも流量調整手段などの制御手段を設
置してもよく、未処理（高分子凝集剤の添加前）の有機性汚泥のＴＳを測定するか、有機
性汚泥の情報（汚泥の出所、過去のＴＳ測定値等）からそのＴＳを予測しておき、このＴ
Ｓと、有機性汚泥の供給量に基づき、制御手段で有機凝結剤の添加量（原液又は固形分と
して）を上記好適範囲（ＴＳに対し０．１質量％以上）に制御してもよい。
【００７８】
　有機凝結剤と共に無機性の凝集剤又は凝結剤（無機凝集剤）を使用することも可能であ
る。しかし、一般的な無機凝集剤はアルミニウム系、鉄系のいずれも酸性を示すので、無
機凝集剤を濃縮汚泥に添加すると、有機性汚泥中では難溶性塩などの態様で存在するカル
シウムが溶出し、溶解性カルシウム濃度が上昇してしまう。しかも、無機凝集剤には、硫
酸鉄（Ｉ）、（ＩＩ）、ポリ硫酸第二鉄、硫酸アルミニウムなど硫酸イオンを含有するも
のがあり、この硫酸イオンと溶解性カルシウムが反応することで、硫酸カルシウム（以下
、石膏スケール）が析出してしまう。
【００７９】
　従って、無機凝集剤を添加する場合は、その添加量を抑える必要があり、例えば無機凝
集剤の使用量を質量比で有機凝結剤の１/１０以下、好ましくは１/１００未満とし、最も
好ましくは無機凝集剤を使用しない。
【００８０】
　有機凝結剤を添加後、濃縮汚泥を脱水手段９ａへ送り、下記機械脱水工程に付す。
【００８１】
　＜機械脱水工程＞
　脱水手段９ａは特に限定されず、汚泥脱水に通常用いられる装置を広く用いることが可
能であるが、特にスケール発生により脱水効率が低下しやすい装置、具体的には、脱水ろ
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液排出用の配管や、ろ過機構（パンチングメタル、ウェッジワイヤースクリーン、多重円
盤等）を具備する装置が特に適している。
【００８２】
　例えば、スクリュープレス脱水機、遠心脱水機、多重円盤型脱水機、多重板型スクリュ
ープレス脱水機、回転加圧脱水機、楕円板型脱水機、真空脱水機、ベルトプレス脱水機な
どから１種以上を選択し、脱水手段９ａとして用いることができる。
【００８３】
　いずれの脱水手段９ａを用いた場合も、有機凝結剤が添加された濃縮汚泥を機械脱水し
、ろ液と脱水ケーキに固液分離することができる。このような脱水方法によれば、脱水ケ
ーキの含水率を８０質量％以下、好ましくは７５質量％以下まで低減することができる。
【００８４】
　上述したように、有機凝結剤は硫酸イオンや金属類の含有量が極めて低く、無機凝集剤
を使用した時と比較して脱水ろ液のｐＨ変動が少ないため、汚泥中のカルシウムが溶出し
難い。また、有機凝結剤の使用により、脱水ろ液中の硫酸イオンの増加も殆ど生じない。
【００８５】
　具体的には、有機凝結剤を添加しなかった場合と比較して、有機凝結剤添加時の脱水ろ
液中の溶解性カルシウム濃度の増加量は、４０ｍｇ／Ｌ以下、好ましくは３０ｍｇ／Ｌ以
下、さらに好ましくは２０ｍｇ／Ｌ以下、硫酸イオン濃度の増加量は３ｍｇ／Ｌ以下、好
ましくは１．５ｍｇ／Ｌ以下、さらにこのましくは０．５ｍｇ／Ｌ以下、かつ、有機凝結
剤添加時の脱水ろ液のｐＨを６～８にすることが可能である。その結果、ろ液中のカルシ
ウムイオン[Ｃａ２+]と硫酸イオン[ＳＯ４

２－]のイオン積が小さくなり、石膏スケール
（ＣａＳＯ４）の生成を抑制することができるので、脱水手段９ａに付着する石膏スケー
ルの低減できる。
【００８６】
　このように、汚泥含水率低減と廃棄物量削減を図りつつ、金属類や硫酸イオンを含有し
ない有機凝結剤を後添加することで、石膏スケール生成の防止効果、汚泥焼却時の鉄クリ
ンカ生成防止効果、脱水ケーキの堆肥化に有効、などの効果を得ることが可能である。
【００８７】
　以上は、有機凝結剤を高分子凝集剤とは異なる装置に添加する場合について説明したが
、本発明はこれに限定されない。
【００８８】
　[第２例の脱水方法]
　図３の符号１ｂは第２例の脱水方法で用いる処理装置の一例を示しており、この処理装
置１ｂは、凝集剤供給手段５ｂと凝結剤供給手段７ｂに加え、汚泥供給手段４を有し、更
に、脱水手段９ｂが遠心力を発生する機構（遠心脱水機）を具備する。次に、この処理装
置１ｂに汚泥を供給する工程について説明する。
【００８９】
　-　汚泥供給工程
　汚泥供給手段４は特に限定されないが、有機性汚泥を脱水手段９ｂに供給する供給配管
２１を有する。脱水手段９ｂは、例えば、筒状のケーシング４８と、ケーシング４８に挿
通された中空の外胴ボウル４５（回転ボウル）と、外胴ボウル４５に挿通された内胴スク
リュー４７とを有しており、有機性汚泥の供給配管２１は一端が内胴スクリュー４７に挿
通され、ポンプ等による圧送により、内胴スクリュー４７に有機性汚泥が供給される。
【００９０】
　-　凝集工程及び凝集汚泥濃縮工程
　第１例の処理装置１ａと同様、凝集剤供給手段５ｂは混和槽１５を有しており、混和槽
１５の一端に供給配管２２が接続され、この供給配管２２の他端は、有機性汚泥の供給配
管２１と同じ内胴スクリュー４７に挿通されている。
【００９１】
　ここでは、有機性汚泥の供給配管２１は、先端が内胴スクリュー４７内部へ突き出るよ
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うに、高分子凝集剤の供給配管２２に挿通され、その突き出た先端部分から有機性汚泥が
供給される。従って、高分子凝集剤（溶液）はポンプなどにより混和槽１５から圧送され
ると、有機性汚泥を取り囲むように、有機性汚泥の後方から内胴スクリュー４７内部に注
入される。
【００９２】
　内胴スクリュー４７の壁には外胴ボウル４５の内部空間（プール）と連通する１以上の
供給口４９ａ、４９ｂが設けられ、少なくとも１つの供給口４９ａが有機性汚泥と高分子
凝集剤の供給場所に近接している。
【００９３】
　内胴スクリュー４７と外胴ボウル４５は、内胴スクリュー４７に供給配管２１、２２、
２３が挿通された状態を維持したまま、回転軸を中心に同一方向に異なる速度で回転する
よう構成されており、この回転により、有機性汚泥は高分子凝集剤と接触しながら、供給
口４９ａを通って外胴ボウル４５へ移送され、内胴スクリュー４７の外面に設置したスク
リュー羽根４６により外胴ボウル４５内部を排出口４４へ向かって移送される。
【００９４】
　このとき、有機性汚泥は、内胴スクリュー４７と外胴ボウル４５との間の回転差により
生じる遠心力を受ける。すなわち、有機性汚泥は、移送による高分子凝集剤との接触（混
和）で凝集が進行し、回転による遠心力で濃縮が進行して濃縮汚泥となる。
【００９５】
　-　有機凝結剤添加工程
　第１例の処理装置１ａと同様、凝結剤供給手段７ｂも貯留槽１７を有しており、この貯
留槽１７の一端に供給配管２３が接続され、この供給配管２３の他端は脱水手段９ｂ、例
えば、他の供給配管２１、２２と同じ内胴スクリュー４７に挿通されており、貯留槽１７
に収容した有機凝結剤又はその希釈液は、ポンプなどで圧送され、内胴スクリュー４７に
供給される。
【００９６】
　この供給配管２３と、他の供給配管２１、２２との位置関係は特に限定されないが、こ
こでは、高分子凝集剤の供給配管２２は、先端が内胴スクリュー４７内部へ突き出るよう
に、有機凝結剤の供給配管２３に挿通され、有機性汚泥の供給配管２１は、高分子凝集剤
の供給配管２２よりも更に内胴スクリュー４７内部へ突き出されている。
【００９７】
　従って、有機凝結剤は、高分子凝集剤よりも有機性汚泥の供給場所から離間した位置で
脱水手段９ｂに供給されることになる。
【００９８】
　供給口４９ａ、４９ｂを複数設置する場合、１以上の供給口４９ｂを他の排出口４９ａ
よりも排出口４４に近い側に設け、排出口４４に近い側の供給口４９ｂに有機凝結剤の供
給場所が近接するように供給配管２３を設置してもよい。この場合、有機凝結剤は外胴ボ
ウル４５に直接供給され、排出口４４へ向かって移送される途中の有機性汚泥に添加され
ることになる。
【００９９】
　この有機性汚泥は有機凝結剤が添加される前に高分子凝集剤と接触して、凝集と濃縮が
進行しているので、処理前よりもＴＳ濃度が高く（含水率が低く）、適度に流動性が低下
した濃縮状態にある。この状態の有機性汚泥（濃縮汚泥）に有機凝結剤が添加され、スク
リュー羽根４６で移送されることで、有機凝結剤が脱水ろ液側に過剰に流出することなく
、有機性汚泥に浸透し、分散される。
【０１００】
　-　脱水工程
　有機凝結剤が分散した有機性汚泥は、遠心力により外胴ボウル４５で更に脱水され、ス
クリュー羽根４６により移送されて排出口４４から脱水ケーキとして排出される。他方、
遠心脱水により固液分離したろ液は、脱水ケーキ排出側との水位差により、脱水ケーキと
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は別の排出口から排出される。
【０１０１】
　第２例の脱水方法は、凝集工程、凝集汚泥濃縮工程、有機凝結剤添加工程、遠心脱水工
程を遠心脱水機内で行うため、凝集工程や凝集汚泥濃縮工程において、別の反応槽や装置
が不必要となる。
【０１０２】
　以上は、供給配管２１、２２、２３を脱水手段９ｂの同じ部材（内胴スクリュー４７）
に供給する場合について説明したが、有機凝結剤よりも高分子凝集剤が有機性汚泥に先に
添加されるのであれば、供給配管２１、２２、２３の構造や設置場所は特に限定されない
。
【０１０３】
　例えば、高分子凝集剤の供給配管２２を有機性汚泥の供給配管２１に接続し、予め、高
分子凝集剤が添加された有機性汚泥を脱水手段９ｂに添加してもよい。また第１例と同様
、各供給手段５ｂ、７ｂに調整手段を設置し、有機性汚泥の性状（ＴＳなど）に合わせて
、高分子凝集剤と有機凝結剤の少なくとも一方の添加量を制御してもよい。
【０１０４】
　第１例の場合と同様、第２例の脱水方法で排出した脱水ケーキは廃棄してもよいし、堆
肥などに再利用することも可能であるが、汚泥焼却などの廃棄処理時には鉄クリンカの生
成が防止され、再利用時には堆肥として有効な成分（リン）を保持するなどの効果が得ら
れる。
【実施例】
【０１０５】
　以下、本発明を下記実施例及び比較例に基づいてさらに記述する。本試験では、凝集汚
泥を濃縮し濃縮汚泥とした後で、濃縮汚泥に有機凝結剤を添加し、脱水することで、石膏
スケール生成の抑制効果と、含水率低減効果を得られるかを検討した。
【０１０６】
　＜試験方法＞
　試験には、１種類のし尿処理場由来の混合汚泥（余剰汚泥＋凝沈汚泥）（汚泥Ａ）、２
種類のし尿処理場由来の混合汚泥（生し尿＋浄化槽汚泥）（汚泥Ｂ、Ｃ）の計３種類を使
用した。汚泥Ａに用いた凝沈汚泥は、水処理設備の廃水に、無機凝集剤、高分子凝集剤を
添加、撹拌し、凝集フロックを形成後に沈殿させ、重力濃縮により得たものである。
【０１０７】
　汚泥Ａ、汚泥Ｂ、汚泥ＣのＴＳはそれぞれ１１．４ｇ/Ｌ、７．９８ｇ/Ｌ、６．５６ｇ
/Ｌであり、ｐＨはそれぞれ６．９、７．３、６．８、カルシウム濃度はそれぞれ３０５
ｍｇ/Ｌ、１２６ｍｇ/Ｌ、１７３ｍｇ/Ｌ、溶解性カルシウム濃度はそれぞれ７１．７ｍ
ｇ/Ｌ、２７．７ｍｇ/Ｌ、５３．３ｍｇ/Ｌ、硫酸イオン濃度はそれぞれ１０１ｍｇ/Ｌ、
０．６ｍｇ/Ｌ、２．０ｍｇ/Ｌであった。
【０１０８】
　ＴＳとは、蒸発残留物のことであり、汚泥を１０５℃～１１０℃で蒸発乾固したときに
残留する物質の濃度である。測定方法は、下水試験法（日本下水道協会発行、下水試験方
法）に準拠した。
【０１０９】
　溶解性カルシウム濃度と硫酸イオン濃度の測定は、まず、下水試験法のガラス繊維ろ紙
法（ＪＩＳ Ｋ ０１０２ １４．１）に準じ、前処理を実施した。詳しくは、原液試料を
孔径1μmのガラス繊維ろ紙で吸引ろ過したろ液を測定用試料とした。
【０１１０】
　溶解性カルシウムの測定は、前処理で調製した測定用試料を、下水試験法のＩＣＰ発光
分光分析法に準じ、測定した。詳しくは、（１＋１）硝酸（３５％硝酸）を添加したもの
を、５～１０分、９７℃以上に加温し、冷却した試料をＩＣＰ発光分光分析装置により測
定した。硫酸イオン（ＳＯ４

２－）の測定は、前処理で調製した測定用試料を、下水試験
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法のイオンクロマトグラフ法に準じ、測定した。
【０１１１】
　なお、カルシウム濃度とは、難溶性塩の形態も含めた全カルシウム濃度のことである。
このカルシウム濃度は、まず、汚泥適量を純水に溶解し汚泥水溶液とした。この汚泥水溶
液を溶解性カルシウム濃度の測定と同様に、下水試験法のＩＣＰ発光分光分析法に準じ、
測定した。
【０１１２】
　高分子凝集剤としては、汚泥Ａには両性高分子凝集剤Ａ（ポリメタクリル酸エステル・
アクリル酸共重合物とポリアクリル酸エステル・アクリル酸共重合物との混合物、分子量
３００万、ｐＨ４におけるカチオン度約１．５　ｍｅｑ／ｇ、汚泥Ｂにはカチオン性高分
子凝集剤Ｂ（ポリアクリル酸エステル系、分子量８００万、ｐＨ４におけるカチオン度約
３．３）、汚泥Ｃにはカチオン性高分子凝集剤Ｃ（ポリアクリル酸エステル系、分子量７
００万、ｐＨ４におけるカチオン度約４．０）を使用した。高分子凝集剤使用時は、粉末
状のものを純水に溶解し、溶解濃度２ｇ/Ｌの高分子凝集剤水溶液として用いた。
【０１１３】
　有機凝結剤としては、有機凝結剤ａ（ポリアミン系、分子量２５万、ｐＨ４における有
機凝結剤の原液中の成分としてのカチオン度約６ｍｅｑ/ｇ）、有機凝結剤ｂ（ポリアミ
ン系、分子量３万、ｐＨ４における有機凝結剤の原液中の成分としてのカチオン度約１０
ｍｅｑ/ｇ）、有機凝結剤ｃ（ポリＤＡＤＭＡＣ系、分子量３万、ｐＨ４における有機凝
結剤の原液中の成分としてのカチオン度約６．４ｍｅｑ/ｇ）、有機凝結剤ｄ（ポリジシ
アンジアミド系、分子量１．５万、ｐＨ４における有機凝結剤の原液中の成分としてのカ
チオン度約５．９ｍｅｑ/ｇ）の計４種類を使用した。有機凝結剤使用時は、液状のもの
（原液）を純水で希釈し、原液の溶解濃度２０ｇ/Ｌの有機凝結剤希釈液として用いた。
【０１１４】
　また、後述する比較例に用いた無機凝集剤は、濃度１６０ｇ-Ｆｅ/Ｌのポリ硫酸第２鉄
（以下、無機凝集剤）溶液（原液）であり、この原液を無機凝集剤として使用した。
【０１１５】
　＜試験手順＞
　試験手順は、以下の通りである。
（汚泥の凝集及び汚泥の一次脱水・濃縮）
【０１１６】
　-　汚泥Ａを用いた濃縮汚泥Ａ
　汚泥Ａを用いた試験では、ビーカーに入れた有機性汚泥５００ｍＬに対し、高分子凝集
剤の対ＴＳ濃度が２．８質量％になるよう高分子凝集剤Ａの水溶液を添加し、スパチュラ
で汚泥が凝集するまで撹拌し、凝集汚泥Ａを形成させた。凝集汚泥Ａをふるい上で固液分
離し、汚泥を濃縮することで、濃縮汚泥Ａとした。
【０１１７】
　-　汚泥Ｂを用いた濃縮汚泥Ｂ
　汚泥Ｂを用いた試験では、ビーカーに入れた有機性汚泥５００ｍＬに対し、高分子凝集
剤の対ＴＳ濃度が１．３質量％になるよう高分子凝集剤Ｂ水溶液を添加し、スパチュラで
汚泥が凝集するまで撹拌し、凝集汚泥Ｂを形成させた。凝集汚泥Ｂをふるい上で固液分離
し、汚泥を濃縮することで、濃縮汚泥Ｂとした。
【０１１８】
　-　汚泥Ｃを用いた濃縮汚泥Ｃ
　汚泥Ｃの試験では、ビーカーに入れた有機性汚泥５００ｍＬに対し、高分子凝集剤の対
ＴＳ濃度が１．５質量％になるよう高分子凝集剤Ｃ水溶液を添加し、スパチュラで汚泥が
凝集するまで撹拌し、凝集汚泥を形成させた。凝集汚泥をふるい上で固液分離し、汚泥を
濃縮することで、濃縮汚泥Ｃとした。
【０１１９】
　（脱水試験）
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　[濃縮汚泥Ａ]
　実施例１-１、１-２、１-３、１-４では、濃縮汚泥Ａにそれぞれ、０．６４質量％（対
ＴＳ）（有機凝結剤の原液換算による）の注入量で、有機凝結剤ａ、ｂ、ｃ、ｄをそれぞ
れ添加し、試験用ベルトプレス脱水機を用いて脱水し、脱水ケーキＡ１-１、Ａ１-２、Ａ
１-３、Ａ１-４の含水率を測定した。
【０１２０】
　さらに、実施例１-５、１-６では、濃縮汚泥Ａに対する有機凝結剤ｂの添加量をそれぞ
れ１．２８質量％、１．９２質量％（対ＴＳ）（有機凝結剤の原液換算による）に変更し
た以外は、上記実施例１－２と同じ方法で脱水し、脱水ケーキＡ１-５、Ａ１-６の含水率
を測定した。また、実施例１-５における、脱水ろ液Ａ１-５の水質分析を実施した。
【０１２１】
　比較試験として、各濃縮汚泥に無機凝集剤を添加した試験を、以下の試験手順で実施し
た。比較例１では、この濃縮汚泥Ａに無機凝集剤と有機凝結剤のいずれも添加せず、試験
用ベルトプレス脱水機を用いて脱水し、脱水ケーキａ１の含水率を測定し、脱水ろ液ａ１
の水質分析を実施した。
【０１２２】
　比較例２-１、２-２、２-３では、濃縮汚泥Ａにそれぞれ、１．０質量％、２．０質量
％、３．０質量％（対ＴＳ）（無機凝集剤の原液中のＦｅ換算による）の無機凝集剤を添
加し、試験用ベルトプレス脱水機を用いて脱水し、脱水ケーキａ２-１、ａ２-２、ａ２-
３の含水率を測定し、脱水ろ液ａ２-２の水質分析を実施した。
【０１２３】
　[濃縮汚泥Ｂ]
　実施例２-１、２-２、２-３、２-４では、濃縮汚泥Ｂにそれぞれ、０．６４質量％（対
ＴＳ）（有機凝結剤の原液換算による）の注入量で、有機凝結剤ａ、ｂ、ｃ、ｄをそれぞ
れ添加し、試験用ベルトプレス脱水機を用いて脱水し、脱水ケーキＢ２-１、Ｂ２-２、Ｂ
２-３、Ｂ２-４の含水率を測定した。
【０１２４】
　さらに、実施例２-５、２-６では、濃縮汚泥Ｂにそれぞれ１．２８質量%、１．９２質
量%（対ＴＳ）（有機凝結剤の原液換算による）の有機凝結剤ｂをそれぞれ添加し、試験
用ベルトプレス脱水機を用いて脱水し、脱水ケーキＢ２－５、Ｂ２－６の含水率を測定し
た。また、実施例２－５における、脱水ろ液Ｂ２－５の水質分析を実施した。
【０１２５】
　比較例３では、無機凝集剤と有機凝結剤のいずれも添加していない濃縮汚泥Ｂを試験用
ベルトプレス脱水機を用いて脱水し、脱水ケーキｂ１の含水率を測定し、脱水ろ液ｂ１の
水質分析を実施した。
【０１２６】
　比較例４－１、４－２、４－３では、濃縮汚泥Ｂにそれぞれ、１．０質量％、２．０質
量％、３．０質量％（対ＴＳ）（無機凝集剤の原液中のＦｅ換算による）の無機凝集剤を
添加し、試験用ベルトプレス脱水機を用いて脱水し、脱水ケーキｂ４－１、ｂ４－２、ｂ
４－３の含水率を測定し、脱水ろ液ｂ４－２の水質分析を実施した。
【０１２７】
　[濃縮汚泥Ｃ]
　実施例３－１、３－２、３－３、３－４では、濃縮汚泥Ｃにそれぞれ、０．６４質量％
（対ＴＳ）（有機凝結剤の原液換算による）の注入量で、有機凝結剤ａ、ｂ、ｃ、ｄをそ
れぞれ添加し、試験用ベルトプレス脱水機を用いて脱水し、脱水ケーキＣ３－１、Ｃ３－
２、Ｃ３－３、Ｃ３－４の含水率を測定した。
【０１２８】
　さらに、実施例３－５、３－６では、濃縮汚泥Ｃにそれぞれ１．２８質量％、１．９２
質量％（対ＴＳ）（有機凝結剤の原液換算による）の有機凝結剤ｂをそれぞれ添加し、試
験用ベルトプレス脱水機を用いて脱水し、脱水ケーキＣ３－５、Ｃ３－６の含水率を測定
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した。また、実施例３－５における、脱水ろ液Ｃ３－５の水質分析を実施した。
【０１２９】
　比較例５では、無機凝集剤、有機凝結剤のいずれも添加していない濃縮汚泥Ｃを試験用
ベルトプレス脱水機を用いて脱水し、脱水ケーキｃ１の含水率を測定し、脱水ろ液ｃ１の
水質分析を実施した。
【０１３０】
　比較例６－１、６－２、６－３では、濃縮汚泥Ｃにそれぞれ、１．０質量％、２．０質
量％、３．０質量％（対ＴＳ）（無機凝集剤の原液中のＦｅ換算による）の無機凝集剤を
添加し、試験用ベルトプレス脱水機を用いて脱水し、脱水ケーキｃ６－１、ｃ６－２、ｃ
６－３の含水率を測定し、脱水ろ液ｃ６－２の水質分析を実施した。
【０１３１】
　＜試験結果＞
　[脱水ケーキ含水率低減効果の検討]
　（実施例１～３）
　実施例１～３の試験結果を表１－１～１－３に示す。
【０１３２】
【表１】

【０１３３】

【表２】

【０１３４】
【表３】

【０１３５】
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　注入率０．６４質量％の条件で有機凝結剤ａ～ｄを比較したところ、有機凝結剤ｂは汚
泥Ａ、Ｂに対して脱水効果が最も高く、汚泥Ｃに対しても、最も含水率の低い実施例３－
１との差が０．４質量％と僅差であった。従って、ポリアミン系、高カチオン度の有機凝
結剤を使用することで、高い脱水効果が得られることが確認された。
【０１３６】
　（比較例１、２及び実施例１－２、１－５、１－６）
　比較例１～６、及び実施例１－２、１－５、１－６、実施例２－２、２－５、２－６、
実施例３－２、３－５、３－６の試験結果を表２－１～２－３に示す。実施例との比較の
ため、下記表中には実施例１－２、１－５、１－６の結果も併せて記載した。
【０１３７】
【表４】

【０１３８】
【表５】

【０１３９】
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【表６】

【０１４０】
　上記表から明らかように、有機凝結剤と無機凝集剤のいずれも添加しない比較例１、３
、５は、同じ汚泥Ａ、Ｂ、Ｃに有機凝結剤又は無機凝集剤を添加した場合と比較して、脱
水ケーキの含水率が最も高く、脱水効果が低いことが確認された。
【０１４１】
　比較例１、３、５と比較すると、有機凝結剤又は無機凝集剤を使用した場合は、含水率
が２．８～３．２質量％程度低減しており、有機凝結剤と無機凝集剤とを比較すると、濃
縮汚泥Ａ、Ｂに対しては、有機凝結剤の含水率低減効果は無機凝集剤と同等か、若干劣る
程度（０．３～０．８質量％）であり、本発明の有機凝結剤を高分子凝集剤の後に添加す
ることで、脱水ケーキ含水率を低減させる効果が得られることが確認された。
【０１４２】
　＜石膏スケール生成抑制効果の検討＞
　下記表３の分析項目について、脱水ろ液の水質分析結果を行った。
【０１４３】
　分析項目のうち、ｐＨ、Ｍ－アルカリ度、ＳＳ、ＰＯ４－Ｐの測定方法は下水試験法に
準拠した。また、電気伝導率、の測定方法はＪＩＳ Ｋ ０１０２に準拠した。
【０１４４】
　具体的には、ｐＨはガラス電極法により、採取した脱水ろ液に対して実施した。Ｍ－ア
ルカリ度はアルカリ度[ｐＨ４．８]（総アルカリ度又はＭ－アルカリ度）の測定方法によ
り測定した。ＳＳは脱水ろ液を孔径１μｍガラス繊維ろ紙で吸引ろ過し、ろ過後のろ紙を
１０５℃で２時間加熱し、放冷した後の重量秤量結果より、算出した。ＰＯ４－Ｐは前記
吸引ろ過後の脱水ろ液に対し、モリブデン青(アスコルビン酸還元)吸光光度法により測定
した。電気伝導率は分析装置ＭＥＴＴＬＥＲ ＴＯＬＥＤＯ ＭＣ２２６（ＭＥＴＴＬＥＲ
 ＴＯＬＥＤＯ社、スイス）により、測定した。
【０１４５】
　Ｓ－Ｃａ（溶解性カルシウム濃度）とＳＯ４

２－（硫酸イオン濃度）は、測定用試料と
して脱水ろ液を用いた以外は、汚泥Ａ～Ｃに関する測定方法と同じ条件でそれぞれ測定し
た。各分析項目の測定温度は１８℃である。
【０１４６】
　各分析項目の測定結果を表３－１に示す。
【０１４７】
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【表７】

【０１４８】
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　石膏の溶液中での平衡および溶解度積は以下の式で表される。
　　ＣａＳＯ４　⇔　Ｃａ２＋　＋　ＳＯ４

２－

　　Ｋｓｐ　＝　［Ｃａ２＋］［ＳＯ４
２－］

【０１４９】
　従って、Ｃａ２＋とＳＯ４

２－のイオン積が飽和溶解度積Ｋｓｐより高い値であれば、
石膏スケールが固形物として析出しやすいことになる。
【０１５０】
　比較例１、３、５（高分子凝集剤のみ使用時）と実施例１－５、２－５、３－５（有機
凝結剤使用時）を比較すると、上記含水率低減効果には差があるものの、表３の脱水ろ液
の分析項目結果に顕著な差は確認されなかった。具体的には、いずれも溶解性カルシウム
濃度の増加量は５．１～１７．８ｍｇ／Ｌ、硫酸イオン濃度の増加量は０～２．１ｍｇ／
Ｌであった。
【０１５１】
　しかし、無機凝集剤を使用した比較例２－２、４－２、６－２の脱水ろ液については、
ｐＨの低下、Ｍ－アルカリ度の低下がみられ、特にＳ－ＣａとＳＯ４

２－の大幅な増加（
Ｓ－Ｃａ：５～１０倍、ＳＯ４

２－：２６～８５７倍）が確認された。
【０１５２】
　また、有機凝結剤を使用した実施例のｐＨは７．５～７．９であり、高分子凝集剤のみ
を使用した場合と比較してｐＨ変化量が０．１～０．４にすぎなかったのに対し、無機凝
集剤を使用した比較例のｐＨは４．１～５．１であり、高分子凝集剤のみを使用した場合
と比較してｐＨ変化量が２．３～３．２もあった。
【０１５３】
　有機凝結剤を使用した実施例では、上記測定値Ｓ－Ｃａ、ＳＯ４

２－から算出されるイ
オン積ｂはいずれのろ液においても飽和溶解度積ａより低い値であり、理論的に石膏スケ
ールは析出しないと考えられる。
【０１５４】
　他方、無機凝集剤を使用した比較例では、イオン積ｂがいずれも飽和溶解度積ａよりも
高く、石膏スケールが析出すると考えられる。
【０１５５】
　以上の結果より、有機凝結剤を使用した場合には、石膏スケール生成成分を低減でき、
石膏スケール生成抑制効果を発揮することが確認された。また、無機凝集剤は鉄やアルミ
ニウムなどの金属類を含むのに対し、有機凝結剤は金属類の濃度が極めて低いため、脱水
ケーキを焼却した時にフェライトやアルミネートなどのクリンカの生成が抑制される上、
リン酸が難溶性塩（ＦｅＰＯ４、ＡｌＰＯ４）となって除去されることもないので、脱水
ケーキを堆肥として好適に再利用することもできる。
【符号の説明】
【０１５６】
１ａ、１ｂ：処理装置
４：汚泥供給手段
５ａ、５ｂ：凝集剤供給手段
６：濃縮手段
７ａ、７ｂ：凝結剤供給手段
９ａ、９ｂ：脱水手段
１１：凝集槽
１５：混和槽
１７：貯留槽
２１、２２、２３：供給配管
４４：排出口
４５：外胴ボウル（回転ボウル）
４６：スクリュー羽根
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４７：内胴スクリュー
４８：ケーシング
４９ａ、４９ｂ：供給口

【図１】

【図２】

【図３】
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